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令和７年千葉市教育委員会会議第５回定例会会議録 

 

日時 令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ３ 日 （金） 

    午後２時００分開会 

    午後２時４８分閉会 

場所 ＸＬ会議室２０２ 

 

 

出席委員 教 育 長 鶴岡 克彦 

     委 員 小西 朱見 

     委 員 大山 尋美 

     委 員 大濱 洋一 

     委 員 杉山  浩 

     委 員 磯邉  聡 

 

出席職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書  記 

 

  

教 育 次 長 中島 千恵 

教 育 総 務 部 長 西  公厚 

学 校 教 育 部 長 川名 正雄 

生 涯 学 習 部 長 大塚  暁 

学校教育部参事（教育改革推進課長事務取扱） 松田 昌幸 

中 央 図 書 館 長 佐久間仁央 

総 務 課 長 山田 利雄 

企 画 課 長 望月 宏次 

教 育 職 員 課 長 川島 政美 

教 育 給 与 課 長 吉野 嘉人 

 

総務課総務班主査 中台陽一郎 

学 校 施 設 課 長 大久保智之 

学 事 課 長 小林 公人 

教 育 指 導 課 長 小石 伸一 

教 育 支 援 課 長 髙橋 泰雄 

保 健 体 育 課 長 太刀川 裕 

養護教育センター所長 小谷 泰也 

生涯学習振興課長 志保澤 剛 

文 化 財 課 長 君塚 常行 

総 務 課 課 長 補 佐 金井 拓也 

 

 

総 務 課 主 任 主 事 丸山 貴裕 
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１ 開会 

教育長より開会を宣言 

２ 会議の成立 

全員の委員の出席により会議成立 

３ 会議録署名人の指名 

鶴岡教育長より大山委員を指名 

４ 会期の決定 

令和７年５月２３日（１日間）とすることで全委員異議なく決定 

５ 会議録の承認 

令和７年第１回定例会及び令和７年第２回定例会の会議録を全委員異議な

く承認 

６ 議事日程の決定 

議事日程を全委員異議なく決定 

７ 非公開審議の決定 

議案第１９号を非公開審議とする旨決定 

８ 議事の概要 

(1) 報告事項 

報告事項 (1) 児童生徒への心のケアについて 

髙橋教育支援課長より報告があった。 

報告事項 (2) 令和７年５月１日現在の児童生徒数について 

小林学事課長より報告があった。 

(2) 議決事項 

  議案第１５号 令和８年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択方針につい

て 

   小石教育指導課長より説明があった後、全委員異議なく、原案どおり可決し

た。 

  議案第１６号 令和８年度使用高等学校用教科用図書の採択方針について 

小石教育指導課長より説明があった後、全委員異議なく、原案どおり可決し

た。 

議案第１７号 令和８年度使用中等教育学校（後期課程）用教科用図書の採択 

方針について 

小石教育指導課長より説明があった後、全委員異議なく、原案どおり可決し

た。 

議案第１８号 令和８年度中等教育学校第１学年入学者の募集及び選抜の基 
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本方針について 

   松田教育改革推進課長より説明があった後、全委員異議なく、原案どおり可 

決した。 

議案第１９号 令和７年度補正予算について（６月補正） 

   大久保学校施設課長より説明があった後、全委員異議なく、原案どおり可決 

した。 

(3) 臨時代理報告事項 

 職員の人事について 

（4) 発言の要旨 

報告事項 (1) 児童生徒への心のケアについて 

鶴岡教育長 報告事項（１）「児童生徒への心のケアについて」、教育支援

課長、説明をお願いします。 

髙橋教育支援課長 児童生徒の心のケアについてご説明申し上げます。 

          ５月１１日に起きました痛ましい事件を受けて、市立学校に

通う児童生徒が様々な不安を抱える可能性が高いと考え、教育委

員会として児童生徒の心のケアを最優先に取り組んで参りまし

た。 

          まず、資料１にあります、児童生徒への心のケアについての依

頼文書を教育委員会から全市立学校長に対して発出しました。内

容は各学校の実態に応じて先生方の声かけと見守りはもちろん

のこと、スクールカウンセラーやギガタブを利用した心の健康観

察等を活用し、児童生徒に対する心のケアを各学校にお願いした

ものです。 

          また、児童生徒への心のケアは、学校だけではなく保護者の協

力が必要であることから、資料２にあります、保護者向けお子様

の心のケアの依頼文書を全市立学校長に対して発出しました。保

護者に協力を依頼するとともに、保護者自身が対応等に迷った場

合につきましては、スクールカウンセラーを活用いただくように

ご案内しております。 

          次に、今後の方向性ですが、１つ目に、児童生徒の心のケアを

第一に考え、引き続き全市立学校に配置しているスクールカウン

セラーや、ギガタブで行う心の健康観察等を活用しながら、児童

生徒が通常の学校生活を過ごせるように努めて参ります。 

          ２つ目に、教科の授業や様々な行事等を通じて、自分の良さを

見つけ、生きることの素晴らしさや、かけがえのない命の尊さに

ついて児童生徒自身が考え、行動できる場の設定をして参ります。 
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鶴岡教育長 審議に移りますが、質問等を含め何かございますか。 

磯 邉 委 員 私自身も臨床心理士として、緊急支援のような形で学校現場

に入ることもあるのですけれども、特に思春期の心理特性とし

て、被刺激性といって非常に周りの刺激を受けやすかったり、何

かいろいろなことに反応を示す、高い反応性を示すようなお子

さんが結構いると思っていて、今回の事件を受けて不安定にな

ることが予想されるかなと思っています。こういう生徒さんに

とって生徒指導や教育相談、それから特別支援などに名前が上

がりやすい児童生徒さんに関しては、特に中長期的な視点で見

守りと支援を改めてお願いしたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

鶴岡教育長 ご意見という趣旨でよろしいですかね。 

   磯 邉 委 員 はい。 

大 山 委 員 教育委員会から学校長への手紙、その後、１５日に発信してい

ただきました学校長から保護者への手紙ですが、ここまでかな

りスピードを出して発信していただいたことに、まずは感謝を

申し上げます。 

         やはり、いろいろなうわさ話や、今はインターネットの情報が

速いので、不安になっていた児童生徒も多かったと思います。保

護者も、ニュースで報道されておりましたので、どういうふうに

子どもたちに対応していいのか悩んでいる方もいたと思います。

教育委員会事務局において、本当にいろいろと対応していただい

たことには、感謝申し上げます。 

          今後についてですが、磯邉委員と同様で、これで終わりではな

いので、継続して子どもたちのことを見守っていただきたいのと、

また、なかなか口に出すことがまだ不安で、先生たちに相談でき

ない生徒さんなどもいると思いますので、様子を見ていただいて、

今後も配慮していただければと思います。よろしくお願いします。 

鶴岡教育長 こちらもご意見という形でよろしいですか。 

大 山 委 員 はい。 

 

報告事項 (2) 令和７年５月１日現在の児童生徒数について 

鶴岡教育長 次に、報告事項（２）「令和７年５月１日現在の児童生徒数に

ついて」、学事課長、説明をお願いします。 

小林学事課長 報告事項（２）「令和７年５月１日現在の児童生徒数について」、

議案書の７ページをお願いします。 
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       千葉市立小・中・中等教育学校においては前期課程で、そして、

ここには記載がありませんが、夜間中学も含んでおります。この

児童生徒数については、文部科学省が行っている学校基本調査に

合わせて、５月１日現在の児童生徒数を各小・中学校及び中等教

育学校から報告を受けて集計しています。令和７年度の調査で５

月１日現在の児童生徒は、小学校で男子２万２，２４３人、女子

２万１，０３７人の計４万３，２８０人であり、中学校では男子

１万１，２６０人、女子１万６６２人の計２万１，９２２人でし

た。 

          調査結果については、集計後に本市ホームページにて公表し

ており、今年度も５月末までに公表する予定です。 

          参考として、直近５年間の千葉市立小・中学校児童生徒数の推

移と、特別支援学級児童生徒数の推移を示しています。 

鶴岡教育長 審議に移りますが、質問等を含め何かございますか。 

小 西 委 員 特別支援学級の児童生徒数については、肌感覚としては増え

ているというような思いがあったのですけれども、実際に数字

として、やはり明らかに増えているなと改めて実感しました。 

          １点、質問なのですが、ＬＤや、ＡＤＨＤなど、通常学級に在

籍しながら、通級指導教室に通っているお子さんもいらっしゃる

かと思うのですけれども、それらの数字はここに含まれていない

という理解でよろしいでしょうか。 

小林学事課長 この数字の中には、通級の児童生徒数は含まれておりませんの

で、通常学級の数として数えております。通級指導を受けている

児童生徒数についての把握は、教育支援課で行っています。 

小 西 委 員 ありがとうございます。もう一点なのですけれども、通級に通

われている生徒のお子さんも増えているという理解でよろしい

でしょうか。 

髙橋教育支援課長 年々増加しておりまして、過去最大になっております。一番新

しい数字ですと、言語障害通級指導教室、いわゆることばの教室

ですが、こちらは今年度６６５人で、難聴通級指導教室、いわゆ

るきこえの教室については４１人。ＬＤの通級指導教室、こちら

については小学校が１７８人、中学校が１４６人、高等学校が７

人となっております。 

          なお、本市の通級指導教室の数ですが、県の特別支援学校に通

級指導を受けるお子さんもおりまして、これについては千葉盲学

校関係が３人、千葉聾学校関係が２８人で、そのうちサテライト
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教室で１０人おります。 

小 西 委 員 ありがとうございます。特に通常学級に在籍するＬＤ等のお

子さんの対応が、やはり年々現場の先生方は大変になっていら

っしゃるのかなと推測しているところですけれども、教育委員

会として現場の先生方に対して何か支援とかなされていれば、

教えていただければと思います。 

髙橋教育支援課長 養護教育センターと連携して取り組んでいるものがあるので

すが、いわゆる特別支援学級等も含めた担任の先生方へのケア

というか、支援なのですけれども、こちらについては大きく３

つあります。 

          １つ目は、特別支援学級担当者研修並びに会議が年２回ずつ

ありまして、こちらの方で特担会という、横のつながり、また、

こちらからの支援、ポイント等について研修の場を設けておりま

す。 

          ２点目です。特別支援教育エリアコーディネーターを配置し

ておりまして、何か支援等について悩み事や困り事、また教材等

の選定となった場合については、緊急の特別支援教育コーディネ

ーターの派遣を申請いただくと、直接学校を訪問させていただい

て、ご助言等をさしあげる機会があります。 

          ３点目です。こちらは養護教育センターが行っているもので

すが、専門研修を夏休み中心に行っておりまして、こちらの講座

も年々増やしていっているところです。 

小 西 委 員 ありがとうございます。 

鶴岡教育長 養護教育センター、補足ないですか。お願いします。 

小谷養護教育センター所長 養護教育センターでは、通常学級の先生方に向けて、先生の

方からありました専門研修も行っておりますけれども、『発達障

害から学ぶ児童生徒への適切な支援を目指して』ということで、

令和５年の夏にハンドブックを出しておりまして、ホームペー

ジへのアップなど、特に研修会などを周知するように努めてお

ります。 

小 西 委 員 ありがとうございます。様々な支援をいただいていて感謝を

申し上げます。最初から特別支援を目指して先生になるという

方は数として少ないかと思いますので、先生方が必要になった

時にできる限り負担なく、オンラインなども活用して研修など

を受けられるような、環境作りを引き続きお願いできればと思

います。 
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   磯 邉 委 員 データをお示しいただきありがとうございました。２点お伺

いしたいのですけれども、これだけ見ると在学している子どもが

減っているように見えるのですけれども、対象となる子どものう

ち、私立学校に通っている子どももいるのかなと思うと、対象と

なる子どものうち、どのくらいの割合かというのはお分かりにな

りますでしょうか。今かなり私立に行っていて、見かけ上、減っ

ているのか、本当に子どもが減っているのかというところが分か

ればお示しください。私立も今、増えているかなと思います。 

          もう一つは、こちらの方は国レベルでも少し問題になってい

るのですけれども、インターナショナルスクールで、一条校では

ない学校に通っている日本人の子どもたち、千葉市内でそれがど

のくらいいるのかということについて、把握しておられるかどう

か。最近、インターナショナルスクールも場所を持っているもの

もあれば、オンラインのような学校もあって、しかもそれは一条

校ではないとすると、学習指導要領に則っていないわけですよね。

そういう子どもたちのデータを千葉市はお持ちかどうかという、

この２点をお尋ねしたいと思います。 

小林学事課長 まず１点目です。私立の学校に在籍している児童生徒数につい

ては、直接的には把握していません。ですが、例えば小学校を卒

業する際に私立の中学校等に進学している児童の数を数えるこ

とは、可能かと思います。ただ、今、正確な数字は持っていない

というところです。 

          ２点目のインターナショナルスクールについてですが、日本

国籍を持っている子どもについては、一条校でない学校であって

も、公立の学校に籍を置くことになっていますので、各学校では

数字、行っている学校等は把握しております。ただ、学事課で全

ての部分かということを把握している訳ではございませんので、

調べるということであれば、各学校に問合せをすれば可能かと思

います。 

磯 邉 委 員 ＮＨＫの報道で実は数千人いるのではないか、全国レベルで、

非一条校に通っている日本人国籍の子どもたちについて、それ

を国は把握していない、文部科学省が把握していないというよ

うな報道がありました。そうすると、子どもたちがエアポケット

に落ちちゃっている可能性もあって、急ぎではないのですが、関

心を持ったもので、ＮＨＫの報道だとその数が増えているとい

うことがあったものですから、もし調べるチャンスがあったら
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市としても把握しておかれたらいいのかなと思い、ご質問しま

した。 

鶴岡教育長 見解はございますか。 

小林学事課長 そのように対応して参ります。 

 

  議案第１５号 令和８年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択方針につい 

         て 

鶴岡教育長 議案第１５号 令和８年度使用義務教育諸学校用教科用図書

の採択方針について、教育指導課長、説明をお願いします。 

小 石 教 育 指 導 課 長 令和８年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択方針につ

いて、千葉市教育委員会組織規則第８条第１０号の規定により、

議決を求めるものです。議案書の１１ページをご覧ください。 

       まず、採択の対象となる教科書ですが、１の学校教育法附則第

９条の規定による教科用図書（令和８年度使用）であります。 

       学校教育法附則第９条の規定による教科用図書は、特別支援

学校及び特別支援学級で使用する一般図書で、これは毎年度採択

していただいているものです。特別支援学校、特別支援学級にお

きましても、検定済み教科用図書または文部科学省著作の教科用

図書を使用することを原則としておりますが、児童生徒の実態に

応じて一般図書の中から教科用図書を選ぶことができます。この

ことを定めているのが学校教育法附則第９条です。 

       次に、採択の期間ですが、義務教育諸学校の教科用図書の無償

措置に関する法律施行令第１４条の規定により、使用年度の前年

度の８月３１日までに行わなければならないと示されておりま

すので、この期日となっております。 

       ３の採択方法は、次の手順を経て行われます。 

       まず、千葉市教科用図書選定委員会設置要綱に基づき、教科用

図書選定委員会及び専門調査員会を設置し、教科用図書に係る調

査研究及び選定を行います。 

       次に、教科用図書選定委員会における調査研究等の報告を受

け、７月３１日にそれぞれ令和８年度使用教科用図書として教育

委員会会議で採択をお願いすることになります。 

       なお、専門調査員には、教科用図書について識見を有する校長、

教頭または教員のうちから教育委員会が委嘱します。十分な調査

研究を行うため、所要人数を委嘱することとなっており、特別支

援教育関係図書の調査研究は３人で進めて参ります。 
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       次に、４の教科用図書の内容に関し、考慮すべき事項ですが、

令和８年度に市立義務教育諸学校において使用する教科用図書

については、千葉県教育委員会教育長通知、選定資料及び選定資

料作成の基本的観点を基に、千葉市の児童生徒及び地域性への適

合等を勘案し、採択を行うことになります。 

       最後に、これらの採択に関わる資料については、採択の透明性

及び公正確保の観点から、県に準じて、採択が終了する日の翌日

である９月１日以降に公開したいと考えております。 

鶴岡教育長 審議に移りますが、質問等を含め何かございますか。 

       では、ご質問は無いようですので、議案第１５号 令和８年度

使用義務教育諸学校用教科用図書の採択方針についてを原案ど

おり可決したいと考えますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

鶴岡教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

 

  議案第１６号 令和８年度使用高等学校用教科用図書の採択方針について 

  議案第１７号 令和８年度使用中等教育学校（後期課程）用教科用図書の採択 

         方針について 

鶴岡教育長 議案第１６号 令和８年度使用高等学校用教科用図書の採択

方針について及び議案第１７号 令和８年度使用中等教育学校

（後期課程）用教科用図書の採択方針については、関連があるた

め、一括で審議し、逐一採決を行います。教育指導課長、説明を

お願いします。 

   小 石 教 育 指 導 課 長 議案第１６号 令和８年度使用千葉市立高等学校用教科用図

書の採択方針について及び議案第１７号 令和８年度使用中等

教育学校（後期課程）用教科用図書の採択方針について、一括し

て説明します。議案書の１３ページをお願いします。 

       議案第１５号と重複する点がありますので、義務教育諸学校

と異なる部分を中心にご説明します。 

       高等学校の教科用図書については、本市では、市立千葉高等学

校、高等特別支援学校、市立養護学校高等部がこれにあたります。

千葉市立高等学校管理規則第１９条に、教科用図書は文部科学大

臣の検定を経たものまたは文部科学省が著作の名義を有するも

のについて、校長の選定に基づき、教育委員会が採択するものと

するとされております。 

       また、議案第１７号 令和８年度使用千葉市立中等教育学校
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（後期課程）用教科用図書の採択方針についても、令和８年度使

用千葉市立高等学校用教科用図書の採択方針と同様であります。 

       ３の採択方法についてですが、校長は、今申し上げた千葉市立

高等学校管理規則の規定に基づき、文部科学省が取りまとめた教

科用図書編修趣意書等を活用するとともに、研究会を開催するな

どして、十分に教科用図書の調査研究を行い、選定が慎重かつ公

正に行われるようにします。 

       これらの手続を経た選定に基づき、教育委員会が令和８年度

使用教科用図書の採択を行います。 

       次に、４の教科用図書の内容に関し、考慮すべき事項について

ですが、令和８年度に市立高等学校及び中等教育学校（後期課程）

において使用する教科用図書については、千葉県教育委員会から

示された事項等を踏まえ、地域・学校の実態、課程・学科の特色

及び生徒の心身の発達段階・特性を勘案して、採択を行うことに

なります。 

       なお、補足として、本年の教科用図書展示会について、お知ら

せします。本年も例年と同様に、次年度使用教科用図書の展示会

を千葉市文化センターにおいて、６月１３日金曜日から６月２７

日金曜日まで開催する予定です。開催期間中にご来場していただ

けたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。 

鶴岡教育長 質問等を含め何かございますか。 

       私から１点確認なのですが、昨年度から変わった点がありま

したら教えてください。 

   小 石 教 育 指 導 課 長 稲毛国際中等教育学校がいわゆる中学校の課程、前期課程と

従来の高等学校の課程、後期課程というのが、昨年度に変わりま

したが、昨年度に準じて今年度がありますので、昨年度と特に変

更した点はありません。 

鶴岡教育長 ありがとうございました。他にはよろしいでしょうか。 

       それでは、ご質問がないようですので、逐一採決をいたします。 

       まず、議案第１６号 令和８年度使用高等学校用教科用図書

の採択方針について、原案どおり可決したいと考えますが、いか

がでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

鶴岡教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決といたします。 

       続きまして、議案第１７号 令和８年度使用中等教育学校（後

期課程）用教科用図書の採択方針についてを、原案どおり可決し
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たいと考えますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

鶴岡教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決といたします。 

 

  議案第１８号 令和８年度中等教育学校第１学年入学者の募集及び選抜の基本 

         方針について 

鶴岡教育長 議案第１８号 令和８年度中等教育学校第１学年入学者の募

集及び選抜の基本方針について、教育改革推進課長、説明をお願

いします。 

松田教育改革推進課長 議案第１８号 令和８年度中等教育学校第１学年入学者の募

集及び選抜の基本方針について、ご説明します。 

       本議案は、千葉市教育委員会組織規則第８条第９号の規定に

より、議決を求めるものになります。議案書１７ページをご覧く

ださい。 

       まず「１ 募集」についてですけれども、「（１）応募資格」

は「ア 令和８年３月に小学校等を卒業見込みの者で、保護者と

ともに千葉市内に居住し、かつ、入学後も継続して市内に居住す

る者」、もしくは「イ 千葉市立稲毛国際中等教育学校長が志願

を承認した者」に該当するものとなります。なお、イについては

基本的に千葉市外に住所がある者のうち、出願までに千葉市内に

居住場所を保有すること、かつ、３月末までに保護者と共に千葉

市内に住所を移し、その後、引き続き千葉市内に保護者と共に居

住することが確実な者、そうした方を主な対象者として想定して

記載しております。 

       「（２）募集定員」についてですが、こちらは「別に定める」

ということとしております。このことについて、昨年１２月に文

部科学省から公立中学校の１学級当たりの上限人数、こちらが令

和８年度以降、現在４０人から３５人に随時引き下げるという方

針が示されました。そのことを受けまして、市立中等教育学校に

ついて募集定員を検討する必要があるかと判断しております。こ

れまでの４０人掛ける４学級、１６０人という募集定員を変更す

るかどうかについて、今後、国や千葉県内外の動向も注視しなが

ら検討して、改めて教育委員会会議において議決していただく流

れで、現在準備を進めております。 

       続いて、「２ 入学検査料」についてですが、例年同様２，２

００円を納入することとしております。 
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      「３ 入学検査」についてですが、２回の検査を行い選抜しま

す。なお、選抜の日程については、第３回定例会において議決を

いただいておりますので、割愛させていただきます。 

       また、一次検査、二次検査、基本的に昨年度と変更はありませ

んが、一次検査の「エ 検査場所」については、昨年度大規模改

修工事の関係で稲毛高校の仮設校舎で実施しましたが、今年度は

稲毛国際中等教育学校の校舎での実施となります。 

       この他必要なものは、「５ その他」に記載のとおり、入学者

の募集要項に定めることとします。 

鶴岡教育長 質問等を含め何かございますか。 

磯 邉 委 員 １点質問なのですけれども、昨今、教育現場で百日ぜきなど、

色々な感染症が流行っているのですけれども、もし受験の日に

感染症になった受験生がいた場合の対応は、どのようになって

いるのでしょうか。 

松田教育改革推進課長 例年、そうした体調不良といいますか、そういった場合には、

再度受験をできるような機会とかを設けたり、または別室での受

験をしたりなど、そうした形で保障を図っております。 

磯 邉 委 員 別日の試験ができるのですね。 

松田教育改革推進課長 はい。 

磯 邉 委 員 ありがとうございます。 

鶴岡教育長 他にはいかがでしょうか。 

       それでは、私の方から、４０人が３５人に国内的に動く予定が

あるということで、それを鑑みて検討して参りたいというような

ご発言があったと思うのですけれども、募集要項を作成すること

も踏まえ、そんなに流暢なことを言っていられないと思うのです

が、目安としていつ頃ぐらいまでに決めたいというふうに進めて

いるのでしょうか。 

   松田教育改革推進課長 出願が１０月から始まるということもありまして、それまで

には決める必要があります。 

鶴岡教育長 それまでに教育委員会会議において、議決いだだくということ

でよろしいですか。 

   松田教育改革推進課長 おっしゃるとおりです。 

鶴岡教育長 承知しました。他にはよろしいでしょうか。 

       それでは、ご質問はないようですので、議案第１８号 令和８

年度中等教育学校第１学年入学者の募集及び選抜の基本方針に

ついてを、原案どおり可決したいと考えますが、いかがでしょう
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か。 

（「異議なし」という声あり） 

鶴岡教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決といたします。 

 

  臨時代理報告事項 職員の人事について 

鶴岡教育長 教育委員会が教育長をして臨時に代理させ、処理した事項に係

る報告をお願いします。報告第４号 職員の人事について、教育

職員課長、説明をお願いします。 

   川島教育職員課長 議案書の２１ページをご覧ください。 

       報告第４号 職員の人事について、ご説明します。 

       職員の人事については、千葉市教育委員会組織規則第９条第

１項の規定に基づき、教育長をして臨時に代理させ処理を行いま

したので、報告させていただきます。 

       千葉市立星久喜小学校の教頭の職において、令和７年４月１

日付け人事発令により欠員が生じていたことから、令和７年５月

１日付けで教育センター主任指導主事 菊池麻里を星久喜小学校

教頭として発令しました。 

       報告は以上です。よろしくお願いします。 

鶴岡教育長 審議に移りますが、質問等を含め何かございますか。 

 

鶴岡教育長 次に、議案第１９号に係る審議に移りますが、以降の審議につ

きましては非公開となりますので、傍聴人の方は退出をお願いし

ます。 

（傍聴人退出） 

 

  議案第１９号 令和７年度補正予算について（６月補正） 

鶴岡教育長 審議を再開します。 

       議案第１９号 令和７年度補正予算について（６月補正）、学

校施設課長、説明をお願いします。 

   大久保学校施設課長  議案第１９号についてご説明します。 

       令和７年度補正予算について市長に申し出るため、千葉市教

育委員会組織規則第８条第６号の規定に基づき、議決を求めるも

のであります。議案書（２）の２ページをお願いします。 

       学校体育館冷暖房設備整備についてですが、１、学校体育館冷

暖房設備整備の（１）債務負担行為の設定について、補正理由で

すが、学校体育館の冷暖房設備整備に係る実施設計等について、
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委託期間の平準化により入札不調リスクを抑制するため、当初予

算の３０校分と補正予算の２４校分、計５４校分の契約を本年度

中に前倒しで締結し、可能な限り早期に学校体育館冷暖房設備整

備を進めるため、令和８年度までの債務負担行為を設定するもの

です。 

       補正内容ですが、限度額が１億４６４万円で、内容は記載のと

おりです。 

鶴岡教育長 審議に移りますが、質問等を含め何かございますか。 

小 西 委 員 本題からずれるのですけれども、早めに進めていただいて大

変ありがたいのですが、夏の時期に工事を実施する場合、夏はや

はり新人戦であるとか、総体であるとか、大会が続くかと思うの

ですけれども、大会実施や子どもたちの練習に影響が出ないか

心配をしています。そのあたり対応などされていれば教えてい

ただければと思います。 

   大久保学校施設課長  工事スケジュールにつきましては、今お話をいただきました総

体や卒業式の時期を避けて設定します。具体的には、概ね、総体

終了後の８月から翌年２月までの期間に施工を行う予定です。た

だし、各学校において個別の事情や特別な行事等がある場合は、

それらを考慮して工事スケジュールを調整します。 

小 西 委 員 ありがとうございます。保護者の方やお子さん達は、工事期間

がいつになるのか気になっているかと思いますので、早めに保

護者や児童生徒にもスケジュールを共有していただければと思

います。よろしくお願いします。 

杉 山 委 員 体育館冷暖房設備整備工事の５４か所の設置予定の学校はす 

でに決定しているのでしょうか。また、以前ご質問させていただ 

きましたが、特別支援学校や養護学校は含まれているのでしょう 

か。 

   大久保学校施設課長 今回の５４校というのは、今年度発注し、来年度設計、令和９

年度に工事を行う小学校となりますが、具体的な学校については、

区ごとバランスや学級数などを考慮し、これから検討をする予定

です。また、特別支援学校については、今年度に設計を行い、来

年度設置工事を行うです。 

杉 山 委 員 ありがとうございます。お願いします。 

磯 邉 委 員 学校の体育館は、夏は暑くて冬は寒いので、エアコンが整備さ

れるのは最高なのですけれども、イメージが沸かないのですが、

大きなスポーツセンターなどですと、エアコンはかなり大がか
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りなもので、ダクトがついていて、冷房は下に下がるからいいの

ですけれども、暖房は上にたまってしまうので、そういったよう

な、後づけになるわけですよね。そういったところもしっかりと

されているとは思うのですけれども、どのようなエアコンが整

備されるのかなというのをご説明いただきたいのと、もう一つ

は体育館にエアコンが整備されるということは、当事者は子ど

もだけではなくて、災害時の避難所になるということを考える

と、耐震設計とか、地震があったときに使えなくなっては意味が

ないので、そのあたりも設計の中にきちんと盛り込まれている

かどうかを確認させていただきたいと思います。 

   大久保学校施設課長 室内機を原則、キャットウォークの下に設置し、冷房時には冷

気が自然に下降する性質を活かし、暖房時には風向きを下方に調

整することで暖気を効率的に循環させる設計となっています。こ

の他、断熱されていない体育館については、併せて断熱工事を行

います。また、必要に応じて、サーキュレーターなどの補助装置

を併用することで、室内の温度分布の均一化を図ることができる

と考えております。耐震性に関しては、建築基準法及び関連法令

に準拠した耐震設計となっています。設計段階で荷重計算を行い、

適切な強度の取付金具や振れ止めなどの耐震対策を施します。 

大 濱 委 員 今後なのですけれども、この５４校で全て終わるわけではな 

く、まだ先がある訳ですよね。今後の予定として、あとどのくら

い学校が残っていて、いつまでに、最終的に全部の学校が設備を

整えることができるのか、予定が分かりましたらぜひ教えていた

だきたいと思います。 

   大久保学校施設課長 エアコンの設置工事については、今年度から設置工事を進め

ますが、今回の５４校については、令和９年度に設置工事を行う

小学校となります。小学校は全部で１０８校ありますので、残り

は５４校となります。残りの学校の完了予定時期はまだ決まって

いませんが、できるだけ早期に整備したいと考えております。 

大 濱 委 員 分かりました。なるべく早く、全ての学校に整備できるよう

によろしくお願いします。 

鶴岡教育長 その他ございますか。 

       議案第１９号 令和７年度補正予算について（６月補正）を、

原案どおり可決したいと考えますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

鶴岡教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決といたします。 
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   松田教育改革推進課長 先ほどの私の答弁で、誤りがありましたので、訂正させてくだ

さい。 

       磯邉委員からご指摘をいただいた件ですけれども、高校の入

試と混同してしまっておりまして、高校は追検査があるのですが、

中等教育学校の入学者選抜に、別日はありません。お詫びして訂

正させていただきます。失礼いたしました。 

磯 邉 委 員 これは、今後も検討しないのでしょうか。 

   松田教育改革推進課長 実際に、追検査となると問題を複数用意しないといけないの

ですけれども、現時点でその余力がないというのが正直なところ

でありまして、実際にそうした措置を希望する声がどの程度ある

か等の状況を踏まえながら、必要があれば検討させていただきた

いと思いますけれども、現時点において予定はございません。 

磯 邉 委 員 すると何が起こるかというと、受診しないで受験するという

ことが起こるのですよね。 

   松田教育改革推進課長 感染症に関しては、別室を設けておりますので、そうした体調

不良に関しては、別室で受けていただけるように、幾つか部屋を

用意しております。 

磯 邉 委 員 法定感染症の場合には、学校に来ないというのが大前提なの

で、受験はしないのです。クラス、別室を設けるというのは、来

ることが前提ですものね。ご検討いただきたいと思います。 

   松田教育改革推進課長 承知いたしました。ご意見ありがとうございます。 

 

９ その他 

  第６回定例会は、６月１７日 火曜日 午後２時からとした。 

 

10 閉会 

  鶴岡教育長より閉会を宣言 

 

 

 

 

 

 

 


